
山鹿市民医療センター公告第１８号 

山鹿市民医療センター内に設置する自動販売機の設置者の募集を次のとおり行うので、地

方自治施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 6第１項及び山鹿市病院事業会計規程(平成

22年山鹿市病院事業管理規程 8号)第 189条の規定に基づき公告します。 

令和６年３月１１日 

山鹿市病院事業管理者 別府 透 

山鹿市民医療センター 自動販売機設置者募集要項 

 山鹿市民医療センター（以下「甲」という。）が行う自動販売機設置者（以下「乙」とい

う。）の募集に参加される者は、この募集要項及び公募物件説明書の各事項を承知の上申込

みを行ってください。 

１ 公募物件 

公募物件は次のとおりです。 

施設名／設置場所 所在地 所管 貸付面積(㎡) 種別 

山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１番地 経営管理課 7 建物 

※詳細については、別添公募物件説明書記載のとおり。

２ 応募資格要件 

 本件公募には、山鹿市内に住所又は事務所若しくは事業所を有し、かつ、次のいずれに

も該当しない者に限り参加することができます。 

⑴ 当該公募に係る契約を締結する能力を有しない者

⑵ 破産者で復権を得ない者

⑶ 次のいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない者

ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が契約すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の執

行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて契約をしなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない者を契約の

履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第



２項に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

⑸ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

⑹ 市税を滞納している者 

 

 

３ 公募条件等 

⑴ 貸付料等 

ア 貸付期間 

 貸付期間は公募物件説明書記載のとおりとし、更新は行いません。また、甲が公用

又は公共用に供するため必要が生じたとき、乙が公募条件のいずれかに違反する行為

を行ったとき、その他甲が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがあります。 

イ 貸付料 

 乙として決定を受けた者が提示した見積価格に 100 分の 110 を乗じて得た額をもっ

て年額貸付料とします。なお、光熱水費相当額及び売上手数料相当額は貸付料に含み

ますので、別途納付する必要はありません。 

※ 年額貸付料は、甲の発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに全額納

入してください。 

ウ その他必要経費 

 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、乙の負担と

します。 

 また、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復する

こととし、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した費用、有益費そ

の他の一切の費用について、甲に対し補償請求することはできません。 

⑵ 管理運営上の遵守事項 

ア 貸付契約書の貸付条件を遵守し、貸付料等を定められた納入期限までに確実に納め

ること。 

イ 自動販売機の設置に当たっては、安全対策としてＪＩＳ規格及び業界自主基準に準

拠した転倒防止措置を講じること。 

ウ 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業

界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すこと。 

エ 商品の補充、売上金の回収、釣銭の補充等は乙が行うとともに、常に商品の賞味期

限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。 

オ 使用済容器の回収ボックスは、原則として自動販売機１台に１個以上の割合で貸付

面積を超えない範囲で設置し、乙の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺

の清掃を行うこと。また、回収ボックスから使用済容器が漏れたりすることがないよ

う適切な維持管理を行うこと。 

カ 商品の搬入・廃棄物の搬出を行う時間及び経路については、甲の指示に従うこと。 

キ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、乙の責任において対応する

とともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明示すること。 

ク 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

ケ 販売品目及び販売価格は、公募物件説明書記載のとおりとし、酒類の販売は行わな



いこと。 

コ 設置機種等については、以下のとおりとすること。 

① 屋外型飲料用自動販売機とすること。位置図番号①②④に設置する自動販売機つ

いては、車イス使用者にも使用可能なものとすること。 

② 環境対策として、消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機や，二酸化炭素等

を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ，センサーやタイマーの設置による自動点

灯・消灯などの環境対策機能を備えた自動販売機とすること。 

③ 災害発生時に飲料を無償で提供することを前提とした自動販売機を少なくとも１

台設置し，災害発生時に甲が飲料の提供が必要と判断した場合には，自動販売機内

の全ての飲料を無償で提供すること。 

 

４ 応募申込手続 

⑴ 参加申込受付期間 

 令和６年３月１１日（月）から令和６年３月２１日（木）正午まで 

受付時間は、平日の午前９時から午後５時までです。 

   

⑵ 申込先 

 山鹿市民医療センター経理課まで、持参又は郵送（簡易書留に限る）で申込みを行っ

てください。 

⑶ 申込みに必要な書類（各１部） 

ア 応募申込書（様式第１号） 

イ 誓約書（様式第２号） 

ウ 販売品目一覧（様式第３号）※設置場所ごとに１部ずつ提出 

エ 設置を希望する自動販売機のカタログ（コピー可。寸法、消費電力が確認できるも

の） 

⑷ 応募申込書に係る記入内容について 

ア 年額（12 か月）による見積価格（提案借受料・消費税額抜き）を百円単位で記入す

ること。 

⑸ その他 

 電話、ファックス、インターネット等による受付は行いません。 

 また、公募の結果について、物件の所在、契約金額、契約者の氏名（法人の場合は法

人名）及び住所、応募金額等を公表することがあります。 

 

５ 乙の決定 

⑴ 提出された応募書類に基づき、「２ 応募資格要件」に定める資格を有する、販売品

目及び販売価格が適当である者を設置候補者とします。 

⑵ 甲が定めた最低貸付料以上の価格で応募申込を行った設置候補者について、審査の上、

乙を決定します。 

⑶ 乙の決定は、令和６年３月２２日（金）に行います。乙の決定後、申込者に対しその

旨を通知します。 

 



６ 貸付申請の手続 

 乙の決定を受けた者は、別途定める期日までに次の書類を提出するとともに、貸付契約

を締結していただきます。なお、契約保証金は免除します。 

⑴ 公有財産貸付申請書（様式第４号） 

⑵ 設置場所への自動販売機及び空容器回収ボックスの配置図 

⑶ 市税に未納がないことの証明書 

 

７ 乙の決定の取消し 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、乙としての決定を取り消します。 

⑴ 正当な理由なくして指定する期日までに貸付申請の手続に応じなかった場合 

⑵ 乙が応募者の資格を失った場合 

⑶ 貸付契約の義務に違背した場合 

 

８ その他 

 貸付手続に関する一切の費用については、乙の負担とします。 

 

 

 問い合わせ先 

  ○応募手続、施設、設置場所現況等に関すること 

    山鹿市民医療センター 経営管理 契約施設係  ☎(0968)44-2185 

 



公 募 物 件 説 明 書 

 

１ 公募物件 

貸 付 番 号 １ 

設 置 場 所 山鹿市民医療センター 

所 在 地 山鹿市山鹿５１１番地 

貸 付 期 間 
令和６年４月１日から 

令和１２年３月３１日まで 

貸 付 面 積 ７㎡ 

販 売 品 目 等 
清涼飲料水 

（缶・ペットボトル・カップ式） 

販 売 価 格 標準小売価格以下 

備 考 
設置台数 ５台 

（設置箇所については図面参照） 

 

※ 貸付面積には使用済容器回収ボックスの面積も含みます。 

※ 設置場所の寸法は、別紙図面に記載しています。 

※ 設置場所によっては、商品の補充やメンテナンスの際における扉の開閉等に支障をき

たす場合もあるので、応募前に確認してください。 

 

 

２ 申込先及び申込期間 

⑴ 申込先 

 山鹿市民医療センター 経営管理課 契約施設係 電話番号：(0968)44-2185 

 

⑵ 申込期間 

 令和６年３月１１日（月）から令和６年３月２１日（木）正午まで 

＊申込は、持参又は郵送（簡易書留）に限ります。（受付時間：平日の午前９時～午

後５時） 

 



（様式第１号） 

応 募 申 込 書 
 

令和  年  月  日 

（あて先）山鹿市病院事業管理者 

 

                  申込者 住  所 

                      氏  名            印 

                      電話番号 

 

 山鹿市民医療センター自動販売機設置者の募集について、募集要項の各条項及び公募物

件説明書の内容を承知の上、下記のとおり申し込みます。 

記 

１ 設置希望場所及び見積価格 

貸付番号 設 置 場 所 見積価格（提案借受料・年額） 
  千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

１ 山鹿市民医療センター       ０ ０ 
 

※１ 見積価格は年額（12か月）とし、百円単位（消費税抜き）で記入してください。 
   なお、見積価格に 100分の 110を乗じて得た額をもって年額貸付料とします。 
※２ 見積価格は算用数字で記入し、初めの数字の頭に「￥」または「金」と記入して

ください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊ 添付書類 
⑴ 誓約書（様式第２号） 
⑵ 販売品目一覧（様式第３号）（販売品目、販売価格を指定する場合） 
⑶ 設置を希望する自動販売機のカタログ（コピー可、寸法、消費電力が確認できるもの） 



（様式第２号） 

誓 約 書 

 

 

 私は、山鹿市民医療センターが実施する自動販売機設置者の募集の申込みにあたり、次

の事項を誓約します。 

 

 

１ 応募申込書の提出に際し、山鹿市民医療センター自動販売機設置者募集要項及び公募

物件説明書の内容について十分理解し、承知の上申し込みます。 

 

２ 山鹿市民医療センター自動販売機設置者募集要項「２ 応募資格要件」に定める必要

な資格を有します。 

 

 

 

 山鹿市病院事業管理者 様 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

                  申込者 住 所 

 

                      氏 名             印 

 

 

 



（様式第３号） 

販 売 品 目 一 覧 

貸付番号 １ 

 

                    申込者氏名                

 

メーカー名 商 品 名 
規  格 

(内容量) 
容器の種類 

税込標準

小売価格

（ 円 ） 

税込販売

価 格

（ 円 ） 

備  考 

       

       

       

       

       

       

       

       

(記載例) 

○○協同組合 
○○牛乳 200cc 紙パック 120円 100円 

ホット及び

コールド対

応 

（注） 

 この様式は応募要件に示す品目や販売価格を確認するためのものです。 

 指定した品目の具体的商品名や販売予定の主力商品等を記入するとともに、容器の種

類欄には「缶、ビン、ペットボトル、カップ式」等の別を記入してください。 



（様式第４号） 

 

公有財産貸付申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 （あて先）山鹿市病院事業管理者 

 

                        住 所 

                    申請者 

                        氏 名           印 

 

 

 下記により公有財産を借り受けたいので、貸し付けくださるよう申請します。 

 

記 

 

貸付希望公有財

産の表示 
山鹿市民医療センター 

使用目的  自動販売機の設置 

貸付希望期間  令和６年４月１日～令和１２年３月３１日まで 

数  量   7㎡ 

添付書類 
・設置場所への自動販売機及び空容器回収ボックスの配置図 

・市税に未納がないことの証明書 

摘  要 山鹿市民医療センター自動販売機設置者募集要項による 

 

 

 

 


